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新型コロナウイルスなどの感染症に感染した人やその疑いがある人がご家庭にいらっしゃる場合、
鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は、以下のことを心がけてごみを出しましょう。

問市民課 生活衛生係　問市民課 生活衛生係　☎ 22-3135

その１
ゴミ袋は
しっかり縛って
封をしましょう

その２
ゴミ袋の
空気を抜いて
出しましょう

その３ 生ごみは
水切りをしましょう

その４
普段から
ごみの減量を
心がけましょう

新型コロナウイルスなどの感染症の感染者またはその疑いのある人の使用済みマスク等の捨て方

ごみは、いっぱいになる前に
早めに出しましょう。

①�ごみ袋にごみ袋をかぶせ、
いっぱいにならないようにし
ましょう

②�ごみに直接触れることの無い
よう、しっかり縛って出しま
しょう

③�ゴミを捨てたあとはしっかり
手を洗いましょう

ごみは、空気を抜いてから
しっかり縛って出しましょ
う。万一、ごみが袋の外面に
触れた場合や、袋
が破れている場合
は、ごみ袋を二重
にしてください。

石けんを使って、流水で手を
よく洗いましょう。

ごみが散乱せず、

収集運搬作業において

ごみ袋を運びやすくなります。

収集運搬作業において

ゴミ袋を運びやすくし、

収集車での破裂を防止できます。

ゴミの量を減らすことができます。 購入した食品は食べきるなど、ごみを出さないことも

大切です。家庭での食事機会が増える中、料理を楽し

みながら、できることがあります。環境省

の「食品ロスポータルサイト」をご覧くだ

さい。

※阿蘇市では通常通りごみを受け入れています。
　「阿蘇市家庭ごみの分け方・出し方」を参考に、きちんと分別をして出してください。

家庭ごみの出し方
新型コロナウイルスなどの感染症対策のための

家庭ごみを出すときに心がける４つのこと
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国民健康保険税が減免されます
問税務課 市民税係　問税務課 市民税係　☎ 22-3148

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見
込まれる被保険者は、申請により国民健康保険税が減

額または免除となる場合があります。

(1)�新型コロナウイルス感染症により、世帯
主が死亡し、または重篤な傷病を負った
世帯に属する被保険者

(2)�新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、世帯主の事業収入、不動産収入、
山林収入または給与収入（以下「事業
収入等」という）の減少が見込まれ、
次の①～③全てに該当する世帯に属す
る被保険者

　　①�世帯主の事業収入等のいずれかの減少
額（保険金、損害賠償等により補填さ
れた金額を控除した額）が、前年の当
該事業収入等の額の 10分の３以上減
少する見込みであること。

　　②�世帯主の前年の合計所得金額が 1,000
万円以下であること。

　　③�世帯主の減少することが見込まれる事
業収入等に係る所得以外の前年の所得
の合計が 400 万円以下であること。

※�世帯主以外の構成員収入で生計が維持され
ている場合、国民健康保険法施行規則第
10条の２による世帯主の変更が必要です。

●対象となる人 ●保険税の減免額

令和２年 2月１日から令和３年３月 31日までの間に納期
限が設定されている国民健康保険税が減免の対象です。
減免額は、以下の算定によります。
※�国保加入の届出が遅れた場合等、一部対象外となること
があります。

減免額＝（A×B／ C）×D

A：世帯全員分の国民健康保険税額
B：�世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る
前年の所得額

C：�世帯主および当該世帯に属する被保険者全員分の前年
の合計所得金額

D：減額または免除の割合（以下の表）

※�世帯主の事業等の廃止や失業の場合は、減免対象保険税
の全部を免除します。

世帯主の
前年の合計所得金額 減額または免除の割合（D）

300 万円以下であるとき 全部（10分の 10）

400 万円以下であるとき 10分の８

550 万円以下であるとき 10分の６

750 万円以下であるとき 10分の４

1,000 万円以下であるとき 10分の２

・�申請書のほか、令和２年の収入見込み金額は、その明細
書等状況がわかる資料の提出が必要となります。
・�平成 31年分（令和元年分）の申告がお済みでない人は、
申告が必要となります。

●申請手続
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後期高齢者医療保険料が減免されます
問ほけん課 高齢者医療係　問ほけん課 高齢者医療係　☎ 22-3145

新型コロナウイルス感染症の影響により収
入の減少が見込まれる世帯の人は、申請

により後期高齢者医療保険料が減額または免
除となる場合があります。

(1)�新型コロナウイルス感染症により、主た
る生計維持者が死亡し、または重篤な傷
病を負った世帯に属する被保険者

(2)�新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入、山林収入または給与収入（以下
「事業収入等」という）の減少が見込まれ、
次の①～③全てに該当する世帯に属する
被保険者

　　①�主たる生計維持者の事業収入等のいず
れかの減少額（保険金、損害賠償等に
より補填された金額を控除した額）が、
前年の当該事業収入等の額の 10分の
３以上減少する見込みであること。

　　②�主たる生計維持者の前年の合計所得金
額が 1,000 万円以下であること。

　　③�主たる生計維持者の減少することが見
込まれる事業収入等に係る所得以外の
前年の所得の合計が 400 万円以下で
あること。

●対象となる人 ●保険料の減免額

令和２年2月１日から令和３年３月31日までの間に納期限
が設定されている後期高齢者医療保険料が減免の対象です。
減免額は、以下の算定によります。

減免額＝（A×B／ C）×D

A：�同一世帯に属する被保険者の保険料額
B：�主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収
入等に係る前年の所得額

C：�主たる生計維持者および当該世帯に属する被保険者全
員分の前年の合計所得金額

D：減額または免除の割合（以下の表）

※�主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、減免
対象保険料の全部を免除します。

主たる生計維持者の
前年の合計所得金額 減額または免除の割合（D）

300 万円以下であるとき 全部（10分の 10）

400 万円以下であるとき 10分の８

550 万円以下であるとき 10分の６

750 万円以下であるとき 10分の４

1,000 万円以下であるとき 10分の２

・�申請書のほか、令和２年の収入見込み金額は、その明細
書等状況がわかる資料の提出が必要となります。
・�平成 31年分（令和元年分）の申告がお済みでない人は、
申告が必要となります。

●申請手続
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介護保険料が減免されます
問ほけん課 介護保険係　問ほけん課 介護保険係　☎ 22-3145

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるなどの場合は、申請により介護保険料が減額ま
たは免除となります。

(1)�新型コロナウイルス感染症により、主た
る生計維持者が死亡し、または重篤な傷
病を負った世帯に属する第１号被保険者

(2)�新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入、山林収入または給与収入（以下
「事業収入等」という）の減少が見込まれ、
次の①②いずれにも該当する世帯に属す
る第１号被保険者

　　①�主たる生計維持者の事業収入等のいず
れかの減少額（保険金、損害賠償等に
より補填された金額を控除した額）が、
前年の当該事業収入等の額の 10分の
３以上減少する見込みであること。

　　②�主たる生計維持者の減少することが見
込まれる事業収入等に係る所得以外の
前年の所得の合計が 400 万円以下で
あること。

●対象となる人 ●保険料の減免額

令和２年 2月１日から令和３年３月 31日までの間に納期
限が設定されている介護保険料が減免の対象です。
減免額は、以下の算定によります。

減免額＝（A×B／ C）×D

A：第１号被保険者の令保険料額
B：�主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収
入等に係る前年の所得額

C：主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D：減額または免除の割合（以下の表）

※�主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、減免
対象保険料の全部を免除します。

主たる生計維持者の
前年の合計所得金額 減額または免除の割合（D)

200 万円以下であるとき 全部（10分の 10）

200 万円を超えるとき 10分の８

広
告

・�申請書のほか、令和２年の収入見込み金額は、その明細
書等状況がわかる資料の提出が必要となります。
・�平成 31年分（令和元年分）の申告がお済みでない人は、
申告が必要となります。

●申請手続
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司
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ラ
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０
９
６・３
６
４・２
８
８
９

おお
知知
ら
せ
ら
せ

県ホームページ

特別定額給付金の手続きはお済みですか？
申請期限は８月 20 日まで10万円

●�

給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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市
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金
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対
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室

☎
２
２・３
２
３
１（
直
通
）
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告


